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神奈川県立総合教育センター長期研修員研究報告 3:105～108.2005   

 

盲･ろう･養護学校としてのコンサルテーションのあり方  

－小・中学校における教員と学生ボランティアの「協働」への支援－ 

 

木 村 訓 子１ 

 現在、小・中学校においては様々な外部資源によって特別な教育的ニーズのある子どものたちへの支援が行

われている。その中でも地域の人材である学生ボランティアを対象に調査を行い、小・中学校教員と学生ボラ

ンティアの「協働」のあり方について、さらに「協働への支援」という視点から盲・ろう・養護学校のコンサ

ルテーションについて考察した。 

                                     

                   はじめに 

 

 平成 15 年３月に出された「今後の特別支援教育の在

り方について（最終報告）」において「特殊教育」か

ら「特別支援教育」への転換、つまり通常級に在籍す

るＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等を含めた障害のあ

る児童・生徒に対して、その一人ひとりの教育的ニー

ズを把握し適切な教育的支援を行うことが示された。

さらに、平成 16 年 12 月には「特別支援教育を推進す

るための制度の在り方について（中間報告）」が出さ

れ、特別支援教育の考え方が障害の有無に関わらず児

童・生徒の「確かな学力の向上や豊かな心の育成に資

する」として、通常教育においても必要な理念として

より積極的に位置づけられている。さらに、このよう

な国の動向の源流の一つであるインクルージョンの理

念は、障害の有無に関わらずすべての子どもを対象と

した一人ひとりのニーズに基づくより広い概念である。 

この研究は、「インクルージョンに関する研究」と

いう共同研究テーマに基づき、「小・中学校における

外部資源による支援」を通して、盲・ろう・養護学校

の地域支援の取組の一つであるコンサルテーション

〔専門家同士（養護学校教員と担任など）による問題

解決に向けてのプロセス〕について考察を試みている。

特に、小・中学校における外部資源のうち、近年、文

部科学省が注目している学生ボランティアに関しては、

その活動状況など明らかでない部分が多い。学級内の

役割に関する問題や担任との連携などの問題も予想さ

れる。これらの問題を明らかにして、学級担任と外部

資源との連携のあり方を示し、さらに盲・ろう・養護

学校が持つ専門性との関係において「盲・ろう・養護

学校としてのコンサルテーションの一つのあり方」を

提示することを本研究の目的とした。 

研究方法として、本研究は情報収集と共に現状把握

のための調査・分析を行い、仮説を生成して考察する

手法をとっている。 

 

                  

 

研究の内容 

 

１ 各事業の調査による現状把握 

（１）Ａ市における支援事業の調査 

 神奈川県Ａ市は、３年前から軽度発達障害等の児童

を対象とした個別的な学習支援を行っている。そこで、

学生及び学校の支援ニーズを探るために、Ａ市教育委

員会担当者からの聞き取り、小学校における授業参観、

校長・学生からの聞き取りを行った。その結果、次の

ような特徴を把握することができた。 

・対象児童の保護者了解のもと、学校の要請に基づい

て学生を派遣している。 

・大学の心理学系ゼミと連携して学生の登録を行って

いる。 

・臨床心理士による見立て、支援内容などの情報を学

生に提供してから支援を開始している。 

・学級の子どもたちに対して、学生は特定の個人のた

めに支援に入るという紹介をされない。 

・「活動の記録」という担任と学生の情報交換ノート

がある。 

 情報交換のシステムもほぼ整っており、子どもの成

長に関して成果が報告されている。こうした成果をさ

らに高めていくために、「担任と学生を支えるネット

ワークの形成」「そのためのコーディネート機能の充

実」「定期的な事例検討会や専門家によるコンサルテ

ーション」などの開始後のフォローシステムの重要性

がうかがわれた。 

（２）Ｂ市における学力向上支援事業の調査 

 文部科学省は、今年度から確かな学力の向上を目指

す「学力向上アクションプラン」の一環として「学力

向上支援事業」を行っている。ここで文部科学省は研

究協力校を指定し、教員養成課程を有する大学と連携

を図ることにしている。Ｂ大学もその一つで、小・中

学校への学生ボランティア（学力向上支援員）の派遣

を開始している。支援する子どもたちの状況、支援の

仕方、支援員の「困り感」などを把握するため、支援

員 16 名を対象に聞き取り調査を行った。その結果、 

・支援対象となる子どものなかには、軽度発達障害と
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思われる子どもが含まれている。 

・支援内容は学習面の援助と共に「危険な行動をする

子どもへの注意」などの行動面の援助、「悩み相談」

など幅の広いものとなっている。 

・かなり多くの支援員が学習支援に関する「困り感」

を有しており、また「担任と話し合う時間・場がな

い」と感じている支援員も多い。 

・軽度発達障害については「聞いたことがある」「大

学の授業で勉強した」という支援員が多い。 

という特徴を見ることができた。子どもの特性に応じ

た支援を行うためには、軽度発達障害の視点からの援

助が必要であることなどを把握することができた。 

（３）Ｃ市における学力向上支援事業の調査 

 Ｂ大学の支援員が派遣されている神奈川県Ｃ市の小

学校で、支援員の活動状況、支援員と担任の連携に関

する実態把握を行うために、活動の参観、校長・担任

からの聞き取りを行った。その結果、次のような特徴

が把握された。 

・Ａ市と異なり、不特定多数の支援員が不特定多数の

子どもを支援するシステムである。 

・連携大学の学生だけでなく、待機教員、他大学教員、

志望学生などその他の地域の人材を受け入れている。 

・市教委が支援員登録名簿を作成するが、学級への配

置の仕方は学校に任されている。 

・調査を行った小学校では、校長が支援員に関するコ

ーディネーター役を担い、１年生の学級に集中的に

配置している。教科では国語と算数が多い。 

・担任は支援員に対してタイミングよく具体的な指示

を出し、スムーズに学級経営がなされている。支援

員と担任が役割交代する場面も見られた。 

 この学校では、コーディネーターが機能しており、

教室内の担任と支援員の連携に関しても、場面ごとの

役割分担が明確になっていた。さらに支援員との連携

を深めるため、「子どもに関する情報交換のシステム」

「支援の必要な子どもについて見立て・支援方法など

を話し合う機会の設定」などが必要と考えられる。 

２ 仮説と考察 

 このような学生ボランティアをめぐる小・中学校の

現状分析から四つの仮説を生成した。 

（１）特別な教育的ニーズに応じた支援と学力向上支

援事業 

ア 仮説 

学力向上支援事業においては、支援する対象に軽度

発達障害の子どもが含まれており、狭い意味での学習

支援だけでなく、行動面も含めた幅の広い支援となる。

学力向上支援事業は、特別な教育的ニーズに応じた支

援事業になりうる。 

イ 考察 

 平成 14 年に文部科学省が委嘱して実施した調査で

は、「知的な遅れはないものの学習面や行動面で著し

い困難を示すと担任教員が回答した児童生徒の割合」

が、6.3 ％という数値になっている。（文部科学省  

2004）従って、学力向上支援事業においても、支援員

が気になる子どもたちの中には、かなりの割合で特別

な支援を必要とする子どもたちが含まれることになる。 

 Ｂ大学、Ｃ市の調査においても、軽度発達障害と思

われる子どもが支援の対象になっており、また、学力

向上支援事業とはいえ、実際は学習支援だけでなく行

動面を含めた幅の広い支援となっている。 

 もともと学力向上支援事業は、特別支援教育の対象

者を意識していないが、支援員は「支援が必要な子ど

もはどの子であろうか」という視点で教室に入ってい

く。これは教育的ニーズを持つ子どもへの支援であり、

「障害の有無に関わらず、すべての子どもに対する一

人ひとりの教育的ニーズに対応した教育」というイン

クルーシブな発想につながっていく。この論文の冒頭

で示したように学力向上支援事業においても「教育的

ニーズに応じた支援」が「確かな学力向上」に結びつ

いていくことを確認できるのではないだろうか。さら

に、専門家によるコンサルテーションにより担任及び

支援員に発達障害の知識が備われば、特別な教育的ニ

ーズに応じたより的確な支援になりうると考えられる。 

（２）学級内の協働(担任と支援員の「協働」モデル) 

ア 仮説 

学級内の担任と支援員の関係は、「協働」モデルか

ら考察することによってより効果的な支援に結びつく。 

イ 考察 

 「協働」とは「コラボレーション」の訳であり、「所

与のシステムの内外において異なる立場に立つもの同

士が共通の目標に向かって、限られた期間内に互いの

人的･物的資源を活用して、直面する問題の解決に寄与

する対話と活動を展開すること」(亀口 2002)と定義

される。担任と支援員のよりよい連携は「協働」とい

えるのではないかと考え、そのモデルを構築すること

を試みた。亀口憲治、宇留田麗、大野精一の文献とイ

ギリスの Michael F．Giangreco 編集の「Quick   

Guides to Inclusion」を参考に作成したのが第１図（担

任と支援員の「協働」モデル）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 図 担任と支援員の「協働」モデル 

担任 支援員 

目標の共有化 資源の共有化 

子ども 

ガイドする 

アシストする 

新たなサービスの創造 

役割分担の明確化 

情報交換システム(対話・記録・評価) 
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以下、このモデルを用いて担任と支援員のより効果

的な支援について考察する。 

（ア） 担任と支援員の関係性 

 担任は支援員をパートナーとして尊重しながらガイ

ドし、支援員は担任をアシストする関係である。お互

いを尊重するためには、担任一人ではできなかった「新

たなサービス」に注目することが必要である。また、

支援員はあるべき学級経営のイメージ、目標を共有す

ることで、担任をアシストすることが可能になる。 

（イ） 目標の共有化 

 学級内には様々な目標が存在する。これらの目標を

担任と支援員とで話し合って完全に共有することは困

難であるが、担任は普段の教員生活の中でこれらの目

標を構築し、少なくとも、支援対象児のその授業時の

目標を支援員に伝える必要がある。 

（ウ） 資源の共有化 

 担任と支援員は、学級経営に関わる人的･物的資源、

及び情報資源の共有化を図る必要がある。そのために

はチームの一員としてミーティングに参加することが

望ましいが、それは支援員の時間的制約から困難であ

る。そのため、代替する手段としての情報交換システ

ムを確立することが必要である。 

（エ） 役割分担の明確化 

 目標に基づいた役割分担の明確化は重要である。支

援員には担任をアシストするという基本的な役割があ

り、そのうえで、担任の示した具体的な役割を遂行す

ることになる。役割交代は複眼的な見方を促進し、特

に支援員の全体的な授業イメージの形成に役立つ。支

援員がこのような授業イメージを有していれば、担任

からの指示がない場合でも相補的に役割分担をするこ

とができ、臨機応変な活動が行われる。 

（オ） 情報交換システムの必要性（対話･記録･評価） 

情報交換システムとしては、立ち話などのインフォ

ーマルな対話、情報交換と評価の機能を持つ記録の作

成が必要である。その際には、観点別の評価であるこ

とが望ましい。授業前後に立ち話をすること、記録の

書式などを「決めておく」ことがシステムとしては大

切である。 

（カ） 協働による新たなサービスの創造 

 担任と支援員の協働によって、担任だけでは行えな

いような子どもに対する新たなサービスが創造され

る。たとえば、適切な役割分担によって、一人ひとり

の子どもに目が行き届く指導体制ができることなど

である。 

（３）外部資源導入を支えるコーディネート機能 

ア 仮説 

各小･中学校には、支援員などの外部資源の導入に

当たり、校内でのコーディネート機能が必要である。 

市町村教育委員会は学校と支援員をコーディネー

トする機能を発揮し、これらの事業を効果的に運用

するためのシステム作りを進めていく必要がある。 

イ 考察 

 支援員という外部資源の導入に当たって、コーディ

ネート機能が重要であることが調査から明らかにな

ってきた。宇留田（2004）は、コーディネーションに

ついて「専門家が、利用者を他の専門家や専門機関に

紹介し、利用者の受けるサービスを調整する活動」と

述べている。一つは校内のコーディネーションであり、

これを担うのは「校内委員会またはコーディネーター

的な役割を担う人」（以下、コーディネーターと略す）

である。もう一つは、支援員と小・中学校のコーディ

ネーションで、これは地域の教育委員会が担っていく

必要がある。第２図においてその機能を図示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 外部資源導入を支えるコーディネート機能 

 

（ア） 校内のコーディネーション 

①校内の連絡調整；コーディネーターは、支援員を適

材適所に配置する「適切な配置」を調整する役割と担

任や支援員を支える「ネットワーク作り」の役割を担

う必要がある。Ｃ市の小学校では、１年生に集中的に

配置することで、学年会というネットワークが生まれ、

学年全体で情報交換を行い、ノウハウを共有している。 

②関係機関との連絡調整；コーディネーターは教育委

員会や養護学校等の専門機関との連絡の窓口となる。 

③保護者との関係作り；コーディネーターは保護者に

このような事業の理解を求める必要がある。Ｃ市の場

合、支援員による放課後学習相談室という取組があり、

それを保護者が参観することで子どもの参加希望が増

えるという状況が見られた。また、保護者の支援員に

対する期待・ニーズが高められ、ＰＴＡの広報誌で支

援員の紹介が行われている。 

④特別支援教育コーディネーターとの関係；上記の機

能は文部科学省が提唱する特別支援教育コーディネー

ターの機能と同じである。特別支援教育に関するコー

ディネーターが地域の人材に関するコーディネートも

共に行うことで、さらに有機的な連携が促進されるの

ではないだろうか。 
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（イ） 支援員と小・中学校のコーディネーション 

この機能は基本的には地域の教育委員会が担うもの

と考える。連携大学との関係だけでなく、その他の地

域の人材との関係を調整し、各小・中学校との密接な

関係をとる必要がある。Ａ市においては、支援対象の

子どもと学生の相性に関しても可能な範囲で考慮しな

がら配置を行っている。資源の最適な組合せを作り出

すこともコーディネーターの役割である。 

 このような機能を発揮しながら、システムを構築す

ることもまた教育委員会の役割である。システム構築

にあたっては、①スムーズに支援に入れるようなオリ

エンテーションの設定②担任と支援員の事前打ち合わ

せ③活動途中の意欲の維持と実践への援助（専門家に

よるコンサルテーション、支援員同士の連絡会など）

④実践記録、評価などのあり方が盛り込まれるとよい。 

（４）コンサルテーションの視点    

ア 仮説 

支援員など外部資源が導入されている学級に対して、

発達障害の視点を含んだ専門家によるコンサルテーシ

ョンが必要である。コンサルテーションの際には、さ

らに担任と支援員の協働に関する視点が必要となって

くる。このような外部資源が導入されている学級に対

して、発達障害の視点・協働の視点・巡回相談による

フットワークの良さを持った盲・ろう・養護学校のコ

ンサルテーション機能は適している。 

イ 考察 

    コンサルテーションの際に発達障害の視点が必要で

あることは（１）の仮説で述べたとおりであるが、学

級に支援員が配置されている場合のコンサルテーショ

ンにおいては、担任一人で学級経営をしていた時とは

異なり、人間関係が複雑化し、集団の力関係も変化し、

担任と支援員の「協働」という視点も含まれてくる。 

たとえば、「支援員が『気になる子ども』のおしゃ

べりのペースに巻き込まれてその子どもを授業に参加

させることができなくなり、それと共に学級全体の授

業への集中度が落ちる」という状況が考えられる。こ

れはいくつかの典型的事例から創作したものであるが、

支援員が配置された初期の段階に起こりうる状況であ

る。このような事例に対しても、重要なのは支援員と

担任の関係へのコンサルテーションである。（２）の

仮説「協働」モデルにあるような様々な視点からのコ

ンサルテーションを行うことが必要になってくる。担

任は支援員に「気になる子ども」に対する授業の中で

の目標や支援方法について指示し、同時に支援員の役

割を明確にして、支援員と担任の関係の改善を図るこ

とにより、「気になる子ども」への支援の質を高める

ことができる。 

支援員が導入されている学級に対する以上のような

コンサルテーションを、盲・ろう・養護学校の専門性

との関係において見直してみると、第一に、支援をす

る対象の中に発達障害の子どもがいるということに関

して、盲・ろう・養護学校が発達障害に関する専門性

を持っているという点でこのコンサルテーションを担

うのに適していると考えられる。第二に、協働に関す

るコンサルテーションも、盲・ろう・養護学校は日常

的に校内外の資源との連携、チームでの援助を行って

いるため、比較的容易なこととして考えられる。第三

に、学級内の人間関係が日々変化することを考えると、

コンサルテーションが適切な時期に行われることも必

要である。また、コンサルテーションにより問題解決

を図ろうとする教員側に主体的な取組姿勢が見られた

時に、コンサルテーションはさらに効果を発揮する。

これらの状況の変化に応じて、フットワークよくコン

サルテーションがなされることが必要である。そこで、

盲・ろう・養護学校は小・中学校の近隣にあるため、

小回りの利く巡回相談によって、その要請に応えるこ

とができると考えられる。 

 

おわりに 

                    

 今後の課題として、学生ボランティア活用に関して

は、教員養成課程との関係がある。単位化の問題など

については、今後のシステムとしての展開が興味深い。 

盲・ろう・養護学校としても、隣接領域の臨床心理

士、精神科医などの専門家と連携すること、地域のニ

ーズに敏感になることなどを通して、さらに専門性を

高める努力をしていく必要がある。  

本研究で得られた「協働」、「コンサルテーション」

の知識をいかしつつ、出会った人たちとの連携・協働・

ネットワークを大切に一歩一歩進んでいきたい。 
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